	＜事業名称等＞



	１　計画の概要

	①事業区域の位置
	相模原市
	②事業区域の面積

　　　　　　　　　　㎡

	③予定建築物
	用途　□専用住宅　□その他（　　　　　　　　　　）
	戸数（　　　　戸）

	④工事予定期間
	年　　月　　日　　から　　　年　　月　　日

	⑤新設される公共施設等
	□道路　□公園・広場等　□ごみ置場　□防犯灯
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	⑥廃止される公共施設
	□なし　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	⑦ごみ置場の位置
	□別添の土地利用計画図に明記

	⑧開発者
	氏名


	住所
	連絡先

	⑨施工者
	氏名


	住所
	連絡先

	⑩説明者
	氏名


	住所
	連絡先

	２　開発事業区域の周辺への安全対策

	①安全対策


	

	②工法・作業方法等
	

	③振動・騒音対策
	

	④作業時間・休日
	

	⑤その他
	

	３　がけ地又は段差の処理方法


	□なし
□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	４　開発事業基準条例に基づく手続きについて

	①意見書の提出
	この説明が行われた日の翌日から７日以内（大規模開発事業は１４日以内）に計画に対する「意見書」の提出ができます。ご意見・ご要望のある方は、住所・氏名・ご意見等をご記入の上、開発者に直接提出してください。

	②説明報告書の縦覧
	開発者は周辺の住民に対して説明した内容及び「意見書」に対する見解書を付けて市へ説明報告書を提出します。

この説明報告書は、市に提出された日の翌日から７日間（大規模開発事業は１４日間）、市の開発調整課（城山町にあっては津久井総合事務所内、開発調整課津久井班）で縦覧に供されますので、誰でもご覧いただくことができます。

なお、縦覧期間は、後日、事業標識看板に記載されます。

	③再意見書の提出

＊大規模開発事業のみ再意見書が提出できます。
	大規模開発事業にあっては、縦覧期間満了の日までに説明報告書に対する再意見書を、市を経由して開発者に提出することができます。再意見書は、市の開発調整課（城山町にあっては津久井総合事務所内、開発調整課津久井班）に提出してください。

	５　添付書類


	□案内図　□土地利用計画図　　

□造成断面図（１ｍ以上の切土、盛土がある場合）

□その他説明に必要な図面等

	６　この説明等に関する
問い合わせ先
	


＜備　考＞

○この説明は、相模原市開発事業基準条例に基づき、周辺の住民に事業計画を事前に説明するものです。

○大規模開発事業とは、開発事業区域の面積が３，０００㎡以上の事業です。
○開発事業基準条例に関する問い合わせは、開発調整課（042-769-8250）までお願いします。
相模原市開発事業基準条例に基づく説明概要書（宅地造成）











